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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成30年11月22日(2018.11.22)

【公表番号】特表2017-532420(P2017-532420A)
【公表日】平成29年11月2日(2017.11.2)
【年通号数】公開・登録公報2017-042
【出願番号】特願2017-520892(P2017-520892)
【国際特許分類】
   Ｃ１１Ｄ  17/04     (2006.01)
   Ｃ１１Ｄ   3/33     (2006.01)
   Ｃ１１Ｄ   3/37     (2006.01)
   Ｂ６５Ｄ  65/46     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ１１Ｄ   17/04     　　　　
   Ｃ１１Ｄ    3/33     　　　　
   Ｃ１１Ｄ    3/37     　　　　
   Ｂ６５Ｄ   65/46     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成30年10月5日(2018.10.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　しかしながら、洗浄サイクルの初期段階に、金属イオン封鎖剤を洗浄液に供給すること
が望ましい。固体ＭＧＤＡなどの金属イオン封鎖剤の場合、これは全ての条件下で機能す
るわけではない。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　前記包装体は、機械的可撓性又は剛性を有してもよい。機械的可撓性と機械的剛性との
間の区別は、２本の指で平均最終消費者による変形可能性の程度を手動で決定することに
よって行うことができる。そのような平均最終消費者が、前記包装体の形状を少なくとも
５％だけ一次元に変形させることができる場合、それぞれの包装体は機械的可撓性を有す
ると見なされ、そうでない場合、剛性を有すると見なされる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】
　１℃以上で可溶性であるポリマーフィルム、及び４０℃で可溶性であるポリマーフィル
ムの例は、Ｓｏｌｕｂｌｏｎ（登録商標）の商標でＳｙｎｔａｎａ Ｅ. Ｈａｒｋｅ Ｇｍ
ｂＨ＆Ｃｏから入手可能なポリビニルアルコールフィルムである。
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【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
　本発明の一実施態様において、本発明に使用することができるポーチの製造に使用され
るポリマーフィルム、好ましくはポリビニルアルコールフィルムは、１０～１００μｍ、
好ましくは２０～９０μｍ、より好ましくは２５～３５μｍの範囲の厚さ（強度）を有す
る。ポリマーフィルム、特にポリビニルアルコールフィルムの強度が１００μｍを超える
場合、洗濯サイクルの間にそれらを溶解するのに時間がかかりすぎる。ポリマーフィルム
、特にポリビニルアルコールフィルムの強度が１０μｍ未満である場合、それらは、機械
的応力に敏感である。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５６】
　本発明の一態様において、錯化剤（Ａ）は、少量の、アルカリ金属又はアンモニウム以
外のカチオンを含有してもよい。したがって、少量の、例えばアニオンに基づいて０．０
１～５モル％の全体のキレート剤は、アルカリ土類金属カチオン、例えばＭｇ２＋若しく
はＣａ２＋、又は遷移金属イオン、例えばＦｅ２＋若しくはＦｅ３＋カチオンを有するこ
とが可能である。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８３】
　好適なアニオン性界面活性剤のさらなる例としては、石鹸、例えば、ステアリン酸、オ
レイン酸、パルミチン酸、エーテルカルボン酸、及びアルキルエーテルリン酸のナトリウ
ム塩又はカリウム塩が挙げられる。
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